











あなたの特許・商標・意匠の出願・権利化を、親切丁寧にサポートいたします。



















法人・個人の特許出願と商標登録出願はお任せください

TEL 080-6937-5349

原則365日対応受付時間 9:00-17:00
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		Adobe　System社（以下A社）の文書形式（Portable Document Format：PDF)は皆様も利用していると思います。

A社は、PDFの作成ソフトを有料で販売し収益を得ています。

しかし、PDFの仕様は公開してます。

そして、他のメーカーが同様のソフトをA社よりも安価に製造販売している上に、閲覧ソフトを無償配布しています。

それにもかかわらず、A社はPDFの分野で高い利益率（マイクロソフトと並び利益率が高い企業の一つ）を維持しています。

何故でしょうか？

A社が行ったことを、以下に4つに分けて説明します。

 

１．発明・特許取得

A社は、OS等に依存しない画期的な文書形式（PDF）を発明し、特許を取得しました。





２．ソフトウェアの配布

A社は、PDFの作成、編集ソフトウェア(Adobe Acrobat)は有償で販売しました。

その一方で、文書閲覧ソフト(reader)を無償配布しました。

 

３．特許と著作権の無償開放

A社は、PDFの仕様を公開するとともに、PDFに関する特許と著作権を無償で開放しました。

→このことで、爆発的にPDFの利用者が増え、市場が拡大し、PDFが標準化（ISO化したのは2008年）しました。

ここで、無償開放の条件を付しました。

その内容は、特許と著作権の無償開放の条件を「PDFの仕様に準拠した作成ソフトを提供すること」とするものです。

→これが最大のポイントです。

「準拠する」というのは、ざっくり言いますと、「PDFの仕様”そのままの”」という意味です。

　　これにより他者は、A社が各時点で提供するPDFを作成するソフトを販売できるのみです。

　　そして、PDF自体に勝手な改良・拡張を加えることができなくなりました。

　　（なお我が国では、一般に第三者の技術改良を制限する行為は独占禁止法に抵触するおそれがあると言われてます。）

 

４．バージョンアップ

A社は、PDF作成ソフトの改良（バージョンアップ）を繰り返しました。

　→他社は、A社の新たなPDFの仕様の公開を待ってから開発を行うことになります。

　　他社は、後追いで製品を市場投入せざるを得ないため、A社はこの「時間差」で常に他者に対し優位性を維持できます。

 

（参考：経済産業省、「標準化戦略に連携した知財マネジメント事例集」、2012年3月等）

 

－－－－－－－－－

この例は、PDFの発明という偉業をどのように利益に結びつけるか、という知財マネージメントの好例と言えます。

また、「金になる、必須特許になった発明の例」で書いた、特許を取得し、その技術内容を規格化（JIS等）して、その特許を必須特許にする手法の一例とも言えます。

発明をしたら、「どう利益に結びつけるか」を考えて見てください。

弁理士がお手伝いできることがあるかもしれません。

		
		
					

		
	





	← 「特許出願中」の同業他社への牽制力（特許を取得しない方が良い場合）

	無意識に発明をしていることがあります（発明の発掘） →













	
		コメントを残す コメントをキャンセル
メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です
コメント ※ 
名前 ※ 

メール ※ 

サイト 

 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。
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中小企業を対象とした顧問弁理士サービス開始のお知らせ
			詳しくはここを参照ください。

中小企業を対象としたお手軽な（0円～）顧問契約サービスを提供することにしました。



		
弁理士 寺岡秀幸
			

みなさまの大切な特許・商標登録を、心を込めてサポートいたします。

プロフィールはこちら



		

		
		参考記事の一覧

			
					デザイナーの方へ、名刺の意匠権取得のススメ
									
	
					営業活動の武器または防御としての特許出願
									
	
					意匠権と特許権の役割分担
									
	
					無意識に発明をしていることがあります（発明の発掘）
									
	
					Adobe社のPDF製品ビジネスのしくみ（特許戦略、知財戦略）
									
	
					「特許出願中」の同業他社への牽制力（特許を取得しない方が良い場合）
									
	
					特許明細書等の特許書類が読みにくい４つの理由
									
	
					クイズ：youtube等を利用するに当たり悪いヤツ（違法者）は誰か？
									
	
					ウェブサイト情報に基づく商標の最近の独占適応性審査について
									
	
					必須特許になった発明の例
									
	
					商標調査のコツ（類似群コードを使う）
									
	
					特許制度等の本質（コストの観点から）
									
	
					個人発明家の特許料収入の甘い夢
									
	
					他人の権利化を予防する目的の特許出願（防衛出願）
									
	
					特許調査のコツ（特許分類を使う）
									
	
					「著作権切れ」の著作物を利用する際の注意事項
									
	
					出願審査請求期間を実質的に１年間延ばすための裏ワザ
									
	
					会社の名称（商号）を商標登録しないリスク
									
	
					権利化の見込みがない特許（技術）の見つけ方
									
	
					ゆるキャラ等の、キャラクターの各法律（著・商・意・不）での保護の限界
									



		
出願を成功させるサポート

				PCT出願を使いたくなるとき、費用、その他のメリット
	お問い合わせ・ご相談
	プロフィール
	中小企業を対象とした顧問弁理士サービス
	事務所の地図・営業エリア
	事務所の特徴
	商標とは何か（「阪神優勝」「PPAP」を例に説明します）
	商標登録出願をするには
	外国出願をするべき場合とは
	弁理士を利用するメリット
	意匠登録出願をするには
	業務内容
	特許出願をするには



			
カテゴリー別の参考ページ

				不正競争防止法

	商標

	実用新案

	意匠

	特許

	著作権




			

				
					検索:
					
					
				

			

	
	
	カテゴリー

		不正競争防止法

	商標

	実用新案

	意匠

	特許

	著作権



	

	

		
















	







	
	
	PAGETOP
	

	


	
	
		

	


	
	
	
	
			
	
		〒396-0024

長野県伊那市坂下3120－1

TEL:080-6937-5349		


		
		


		
	

	
	

	

	
	
	
	Copyright © 寺岡特許事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress &  BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.
	

	

	














